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労務対策講座

株式会社ブレイン
コンサルティングオフィス

２０２０年４月施行

パート有期法への対応は大丈夫？
～正社員と非正規社員 通勤手当や賞与の決め方に差があれば要注意～

■はじめに

　パートタイム・有期雇用労働法（パー
ト有期法）の改正※により、正規・非正
規社員の間に不合理な待遇差を設け
ることが禁止されます。また、待遇に違
いがある場合は、企業はその違いにつ
いて非正規社員に説明しなければな
らないという義務が課されます。
　待遇差には諸手当も含まれるため、
法改正になるからといってすぐに対応
できるものではありません。賃金制度の
見直しには時間がかかります。人件費
総額が増えることによる企業経営への
影響も考慮しなければなりません。
　今回は改正法施行に向けて、どのよ
うなことを見直すべきかを解説します。

※パートタイム・有期雇用労働法（パート有期
法）の改正時期は2020年４月１日施行、中
小企業は2021年４月１日施行、但し派遣
事業は中小企業でも2020年４月１日施行

 ■1 法改正のポイント
①不合理な待遇差の禁止
　同一企業内での正社員と非正規
社員との間に基本給、賞与、諸手当、
福利厚生等のあらゆる待遇について、
不合理な待遇差を設けることが禁止
されます。
②労働者に対しての待遇差に関する

説明義務の強化
　非正規社員から待遇差について説
明を求められた場合、事業主は待遇
差の理由を説明しなければなりませ
ん。また、説明を求めたことで不利益
に扱うことは禁止されています。

③行政による事業主への助言・指導
や裁判外紛争解決手続（以降、行政
ADRとする）の整備

　都道府県労働局において、無料･非
公開の紛争解決手続きができます。「均
衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関
する説明についても、行政ADR（労使
間の紛争を裁判によらずに解決する手
続き）の対象となります。
　上記①～③のように、すべての非正規
社員（パートタイム、有期雇用労働者、定
年後の再雇用者、派遣労働者等）を対象
として、法律が統一的に整備されました。
　同時に、民法の特別法として裁判
の規範となっていた労働契約法20条
（有期契約であることにより不合理な
労働条件の相違があることの禁止）が
削除されます。
　つまり、その労働契約法の改正によ
り、厚労省所管のパート有期法での制

限に統一されることで、行
政上の紛争解決援助を
無料で利用できるようにな
ります。これまでは待遇差
に不満があっても、解消を
求める手段は時間も費用
もかかる「裁判」しかなかっ
たため、諦めていた非正
規労働者が、無料で労基
署や労働局に援助を求め
られるようになり、結果とし
て事業者が行政指導を受
ける可能性が高まります。
　例えば、係争内容が未
払賃金だった場合、2020

年４月１日以降の事案については、民法
改正により５年間遡って未払分に加え
賠償の請求もされる可能性があります。
　今後は、不合理な待遇差があれば、
会社のリスクになると捉え、対応してい
かなければなりません。
■2 待遇差になる具体例とは？
　「待遇差」とは、具体的には次のよ
うなものが挙げられます。
●通勤手当の定め方が違う
●賃金の決定方法が違う（昇給、決定

の基準等）
●非正規社員には賞与・退職金がない
●非正規社員は教育訓練を受けられない
●非正規社員には特別休暇（慶弔休

暇等）がない
●非正規社員には休職制度がない
●食堂や休憩室を利用できる方法が

違う　　　　　　　　　　　 等
　これらの違いが、「不合理な待遇差」

になっていないか現状を確認し、不合
理であれば差をなくし、不合理でないの
であれば、説明できるように整理してい
かなければなりません。具体的な確認
のフローは、図１を参考にしてください。
　「不合理」ではない「待遇差」にす
るためには、
①職務内容（業務の内容と責任の重さ）
②配置の変更の範囲（転勤や職種変更）
が、同じであれば「均等」に、違いがあ
れば違いに応じて「均衡」に待遇する
必要があります。
■3 取組みの手順
　パート有期法への対応のための取
組みの手順は、次のようになります。
⑴労働者の雇用形態を確認する
　正社員以外の労働者がいれば、以
下の手順に進みます。
⑵待遇の違いを確認する
　基本給、賞与、諸手当、福利厚生
（慶弔休暇、特別休暇、報奨金、休憩
施設の利用、休職期間等）、教育訓練
等についての就業規則、労働条件通
知書（雇用契約書）などの、実態として
の待遇の違いを具体的に確認します。

　正社員とパートタイム労働者・有期雇用
労働者の賃金の決定基準・ルールに違い
があるときは、「将来の役割期待が異なるた
め」という主観的・抽象的説明では足りず、
賃金の決定基準・ルールの違いについて、
職務内容、職務内容・配置の変更範囲、そ
の他の事情の客観的・具体的な実態に照ら
して不合理なものであってはならない。

1.基本給
　労働者の「①能力又は経験に応じて」、

「②業績又は成果に応じて」、「③勤続
年数に応じて」支給する場合は、①、②、
③に応じた部分について、同一であれば
同一の支給を求め、一定の違いがあった
場合には、その相違に応じた支給を求め
ている。
2.役職手当等
　労働者の役職の内容に対して支給する
ものについては、正社員と同一の役職に就
くパートタイム労働者・有期雇用労働者に
は、同一の支給をしなければならない。また、
役職の内容に一定の違いがある場合にお
いては、その相違に応じた支給をしなければ
ならない。
※同様の手当…特殊作業手当（同一の危

険度又は作業環境の場合）、 特殊勤務

手当（同一の勤務形態の場合）、 精皆
勤手当（同一の業務内容の場合）     等

3.通勤手当等
　パートタイム労働者・有期雇用労働者には
正社員と同一の支給をしなければならない。
※同様の手当…単身赴任手当（同一の支

給要件を満たす場合）　　　　　　 等
4.賞与
　会社の業績等への労働者の貢献に応じ
て支給するものについては、正社員と同一
の貢献であるパートタイム労働者・有期雇
用労働者には、貢献に応じた部分につき、
同一の支給をしなければならない。また、貢
献に一定の違いがある場合においては、そ
の相違に応じた支給をしなければならない。
5.時間外手当等
　正社員と同一の時間外、休日、深夜労働
を行ったパートタイム労働者・有期雇用労
働者には、同一の割増率等で支給をしなけ
ればならない。
6.家族手当・住宅手当等
　家族手当、住宅手当等はガイドラインに
は示されていないが、均衡・均等待遇の対
象となっており、各社の労使で個別具体の
事情に応じて議論していくことが望まれる。
※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法

において判断されることにご留意ください。
（出典：厚労省「パートタイム・有期雇用労働法 
対応のための取組手順書」）

⑶待遇の違う理由を確認する
　業務や責任の重さ、所定労働時間や
日数、転勤やジョブローテーション（職種
の変更）の違いに応じた待遇差になっ
ていれば問題ありません。待遇差の一
つひとつについて、どのような目的で支
給または付与しているのか、会社として
の考え方を整理します。
⑷待遇の違いが「不合理ではない」と

説明できるように整理する
　非正規社員から説
明を求められた場合
に、内容を説明できる
ように予め文書にまと
めておきます。
⑸待遇の違いが「不

合理」で法に触れ
る状況であれば、
改善を検討する

　改正法の施行まで
に、対応できるよう計
画を検討します。
⑹改善計画に則り、 

実行する

■4 内容を説明できる文書に待遇差
をまとめる

　非正規社員から説明を求められた
場合に、すぐに回答できなければ、会
社への不信感につながってしまう怖
れがありますので、予め文書を用意し
ておくと良いでしょう。
　厚労省の記載例を図２で紹介し
ます。

■最後に

　給与や賞与に関しては、対応するこ
とにより、人件費が経営に与える影響
も考慮しなくてはなりません。また、就
業規則の変更を伴う場合は、労働組
合や社員への説明、労基署への届出
も必要となります。できるだけ、早く検
討を始めないと法施行までに間に合
わなくなる怖れもあります。
　手間がかかる大変な作業になること
は間違いありませんが、業務内容や責
任の重さを整理することで、公正な評
価や処遇につなげられます。納得性や
公平性の得られるような評価・処遇は、
社員のモチベーションアップ、人財定着
という効果も期待できます。
　法対応のためだけでなく、自社の人
財確保につなげていくために取組む
のだ、と捉えていただくことをお勧めし
ます。

（図１）法対応の要・不要の確認フロー
（出典：厚労省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」）

厚生労働省「パート・有期労働ポータルサイト」　https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/
改正後の企業対応について、説明動画、事業主への支援策、Q&A、好事例紹介等が掲載されています。参考サイト

（図２）説明書記載例　
（出典：厚労省「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書」）

【第 14 条第 2 項の説明書の例】

殿 事業所名称・代表者職氏名

年　　月　　日

① 比較対象となる正社員

　販売部門の正社員（おおむね勤続３年までの者）

② 待遇の違いの有無とその内容、理由

 　比較対象となる正社員の選定理由

　職務の内容が同一である正社員はいないが、同じ販売部門の業務を担当している正社員で、
　同程度の能力を有する者は、おおむね勤続３年までの者であるため。

正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容

アルバイト社員は時給1100 円、比較対象となる正社員は、
販売ノルマの達成状況に応じて1100 円～ 1400 円（時給換算）です。
待遇の違いがある理由

正社員には月間の販売ノルマがあり、会社の示したシフトで勤務しますが、アルバイト社員は希望に沿ったシフトで勤
務できるといった違いがあるため、正社員には重い責任を踏まえた支給額としています。

ある ない

基
本
給

ある ない

待遇の目的

社員の貢献度に応じて会社の利益を配分するために支給します。
正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容

アルバイト社員は店舗全体の売り上げに応じて一律に支給（ww 円～ xx 円）しています。正社員について
は目標管理に基づく人事評価の結果に応じて、基本給の０か月～４か月（最大zz 円）を支給しています。
待遇の違いがある理由

アルバイト社員には販売ノルマがないので、店舗全体の売り上げが一定額以上を超えた場合、一律に支給しています。
正社員には販売ノルマを課しているため、その責任の重さを踏まえて、目標の達成状況に応じた支給とし、アルバイト社員よ
りも支給額が多くなる場合があります。

賞
与

待遇の目的

通勤に必要な費用を補填するものです。
正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容

正社員、アルバイト社員ともに交通費の実費相当分（全額）を支給しています。
待遇の違いがある理由

通
勤

あなたと正社員との待遇の違いの有無と内容、
理由は以下のとおりです。
ご不明な点は「相談窓口」の担当者までおたずねください。

できない できる

ある ない

いる いない

同じ企業で働く 正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあ
らゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
事業主は、正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の働き方の違いに応じて、均衡な待遇（均
等な待遇）の確保を図るための措置を講じなければなりません。

①職務内容※、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情 
の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります。

均衡待遇とは？
(不合理な待遇差の禁止 )

※ 職務内容とは、業務の内容及び責任の程度をいいます。

均等待遇とは？
(差別的取扱いの禁止 )

①職務内容※、②職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合、待遇
について同じ取扱いをする必要があります。

正社員と短時間労働者・有期雇用
労働者の待遇に違いはありますか？

待遇に違いがある場合は、待遇の
違いが働き方や役割の違いに応じ
たものであると説明できますか？

3

4

2

短時間労働者・有期雇用労働者はいますか？1

待遇の違いが不合理であると判断され
る可能性があるので、不合理な待遇の違
いの改善に向けて、取組を進めましょう。

対応の必要はありません。将来雇用の予
定がある場合は､準備をしておきましょう。

今すぐ対応すべき課題はありません。

労働者から説明を求められたときに
待遇の違いの内容や不合理な待遇差
ではない理由について説明できるよ
う、整理しておきましょう。
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